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令和８年度 学校経営の方針 

 

   学校は、未来を担う子供たちの学びと成長を保障する場として、安心安全を第一に、保護者から託された子供

たちの「尊い命」を守り、子供たちの「限りない可能性」拓き、子供たちの「夢と希望」を育み、地域・社会の

一員として活躍するための資質・能力を育成することを使命とする。 

 そのため、教職員においては、危機管理の徹底と子供たちの危険予測能力・危機回避能力の育成、確かな学力

を定着させるための指導の徹底、「個別最適な学びと協働的な学びをつなぐ」授業づくりによる自立した学習者
の育成、授業を「発達支持的生徒指導の場」とし深い児童理解による子供に寄り添った生徒指導、誰一人取り残

さないことを信念とするインクルーシブ教育を柱として、日々の教育活動を意図的・計画的・組織的・継続的に

実践していくこととする。 

 また、学校運営協議会においては、地域の未来を描く well-being を実現するために、地域・社会で力を発揮す

ることができる子供たちの育成についてどのような学校運営が行われるべきか協議が行われる。その「地域の教

育力」を活かし、多面的な視点から学校運営協議会 PDCA を実働化させた学校運営に務めることとする。 

 さらに、学校運営協議会で「教師の働き方改革」についてとりあげ、これまでの学校文化の見直し再構築の実

現に努めるとともに、教師の「働きやすさ」と「働きがい」を両輪に同僚性を発揮し、開かれた教育課程として、

家庭・地域・社会と連携した教育活動を積極的に取り入れ、学校を核とした地域・保護者・諸関係機関をもって

チーム力の向上に努める。 

 そして、西原町教育発祥の地としての歴史と伝統を踏まえ、「144 年目の歴史ある地域の学校」「日常的・実

践的OJT（学校内人材育成）を生かした職能成長」を展開し、チームNISHIHARA の力を結集して、児童が自ら
の力で未来を切り開き、未来プランニング力を身に付けるための「基礎力」「思考力・判断力・表現力」そして

「実践力」の育成を行い、全職員が教育公務員としての自己の使命を自覚し、教育目標及び本年度教育目標の達

成をめざして職務遂行できるように経営にあたる。 

 

１   

 
 教師には、子供の気持ちを思いやるいたわりの愛情が求められる。信頼は心のつながりであり､信用は行為で示

すことである。子供の立場で考え、判断し、全職員が教育活動に一丸となって取り組み、子供たちの自信と意欲

を育てていく。 

 

そのために 

 (１) 児童や学校、地域の実態を適切に把握

し、深い児童理解に努め、児童に寄り添い一

人一人の子供のよさを見付け、適時を逃さす

ことなく褒めることで、児童の自己肯定感を

高める教育活動を推進する。 

(２)  児童一人一人の心の居場所づくりと、

個々のよさや特性が認められ、可能性が発揮
できる学年・学級経営に努めること。 

(３）教育目標と様々な教育活動の目標との整

合性を図り、組織としてカリキュラムマネジメントの充実を通して、教育目標の具現化を目指す。 

(４）報告・連絡・相談・確認（まず相談、速やかな連絡、分かりやすい報告、確認）を密にし、組織で校務を遂

行することを基本とする。 

(５）記録による業務遂行と継承の心を積み重ね「実践録」として残す教育に努める。 

（週案、研修・研究記録、生徒指導記録、学年会記録、校務分掌引き継ぎ録、各種便り等） 

(６）学校課題を踏まえた校内研究（修）を充実させると共に、教師一人一人のよさや情報等を共有化することに

より、指導力・授業力を高める。 

(７）教員評価システムを活用し、子供の成長保障と教師の職能成長を図り、各自が学校経営に積極的に参画する

ことを推進することで教育活動を充実させる。 

 

 

２  

 

 学校教育は、子供の自己形成、自己実現のための基盤を身につけることを究極の目的としている。基礎的基本

的な知識・技能はもちろん、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力と、主体的

愛情と信頼・信用に支えられた学校・学年・学級経営に努める 

確かな学力の向上に努める 
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で対話的な学習に取り組み、学びを深める態度を育てる。 

 また、「自学自習」の学習サイクルを育む組織的な取り組みを推進する。 

 

そのために 

 (１）互いに認め合い、支え合う「つながり」づくりを通して、自主的・実践的な態度を育成するこ とに努める。

（支持的風土） 

(２) 学習規律、言語環境、教室環境を整え、安心して学習できる場づくりに努める。 

(３) 毎時間のねらいを明確に持ち、本時で学ぶこと「めあて」を理解させ、正対した「まとめ」を行い、達成状

況「振り返り」を把握し、次時の指導や補習指導等に生かす授業づくりに努める。 

(４) 主体的・対話的で深い学びとなる授業づくりを通して、３つの資質・能力を育成することに努める。３つの

資質・能力とは「知識・技能」の習得、「思考力・判断力・表現力」の育成、「学びに向かう力・人間性等」の涵養。

（最重点目標２） 

(５）学んだ内容の確実な定着を図るため、工夫改善

のある授業－ふり返り－スキルタイム―放課後補習

―家庭学習－確かめ（小テスト・単元テスト）補充

・定着・深化のための流れ （サイクルシステム）を

構築する。 

(６）「自学自習の必然性」を自分事ととらえさせ、

「授業と家庭学習の往還」の実現に努める。 

(７）教具・ICT 機器を目的に応じて活用し、個別最

適化された学び実現に向けた効果的な活用を通し

て、主体的・対話的で深い学びによる児童の資質・

能力の育成を図る。タブレット活用の質的向上（学

習問題・発表用パワーポイント作成・学習課題解決

への活用等）をめざし、学習活動以外で目的を持た

ない使用はしない。 

(８）SDGs 目標「全ての人々への包括的かつ公正な質の高い教育の提供」（質の高い教育をみんなに）の理解を

深め、体制整備に努める。 
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３ 

  

 よりよく生きるための基盤となる道徳性を育み、自他の人権を尊重する心、正義感や公正さを重んじる心、他

人と協調し他人を思いやる心などの豊かな人間性を培う。 

 

そのために 

(１）自己指導能力を育み、規範意識の醸成・基本的な

生活習慣の定着を図る。 

(２）全教育活動を通して行なう道徳教育の充実と、道

徳の要となる特別の教科道徳科において「考え、議論

する」授業の充実に努める。 

(３)特別活動での実践・体験活動を通して、道徳的価

値の自覚を深めさせ、よりよい生活や人間関係を気づ

くと共に自己実現を図ろうとする特別活動の充実に努

める。 

(４）生徒指導、教育相談、特別支援（個別支援）教育

の体制を整え、児童理解の充実に努める。 

(５）児童の発達段階に応じた、６年間を見通した組織

的・計画的・継続的なキャリア教育を実践する（キャ

リアファイルの充実、キャリアパスポートの活用）キ

ャリア形成教育の充実により「主体的な学び」の実現

を図り、社会的・職業的自立に向けて必要 

な能力や態度の育成に努める。 

(６) 児童の発達段階に応じて、性差別 

（ジェンダー）やLGBTQ（性の多様性） 

についての人権教育を推進する。 

 

４  

 

 自ら学ぶ意欲を持ち、心豊かで丈夫に生きる児童生徒を育成するためには、家庭や地域社会と連携を図りなが

ら、教育活動全体を通して運動やスポーツに親しむと共に、病気や感染症等について正しい理解を持ち予防しよ

うとする、心身共に健康で安全な生活ができる能力と態度を養う必要がある。 

 

 そのために 

 (１）保健指導、安全指導、学校給食の指導に関する充実に努める。 

(２）体育、スポーツ活動に関する学習指導の工夫・改善に努める。 

  ※全校体制による体力向上の推進に努め、一校一運動に取り組む(体プロジェクト） 

(３）養護教諭、地域人材、関係機関を生かした健康教育の充実に努める。 

(４）学校栄養職員を積極的に活用し、家庭や地域との連携を図りながら、食に関する指導の充実に努める。食生

活学習教材「くわっちーさびら」「ちゃーがんじゅー」「心の健康（こころのタネ）」活用の推進を図る。 

(５）学校保健委員会の活性化のための工夫に努める。 

 

 

５   

 

 学校の教育活動は家庭・地域社会との連携を密にして初めて、最大の効果を上げることができる。その連携協

力は、双方向性であることで初めて信頼が生まれ、理解が深まり、協力が生まれる。 

 

そのために 

 (１）学校運営協議会の機能化を図り、地域素材の教材化に努めると共に地域の声を学校経営、運営に積極的に
生かし、特色ある学校づくりに努める。 

健やかな心身の児童の育成に努める 

特色ある教育活動を展開し、信頼される学校づくりに努める 

心豊かな児童の育成に努める 

【生徒指導提要】４つのポイント 

○自己存在感の感受 

○共感的な人間関係の育成 

○自己決定の場の提供 

○安心・安全な風土の醸成 
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(２）職員の特性を生かし日常的・実践的・継続的 OJT の充実に

努める。 

(３）学校や子どもの様子を、学校HP やスクリレを活用した学校

便り、学年・学級便り、図書館便り、保健便り等で知らせ、情報

（成果・課題）の共有化に努める。 

(４）学校の教育活動を保護者・地域の人々に積極的に公開するた

め、月一程度の学校公開日（授業参観日）を原則設ける。また学

校HP の充実やスクリレを活用した情報発信に努める。 

(５）自己評価、外部評価を定期的に実施し、学校評価システムの

確立に努める。 

【教 師】 

 学校教育目標、校務分掌、学級・教科経営案と整合性を図る。 

【子 供】 

 学校教育目標と学級目標、個々の目標との整合性を図る。 

【保護者・地域】 

 学校評価アンケート、学校運営協議会委員からの指導助言 

 

 

 

 

６   

 

 学校教育の教育活動は「だれ一人取り残されない・取り残さない」を信念とし、児童に寄り添い、個の特性に

応じた手立てを講じ、全ての児童の学び・成長を保障するものとする。 

 

そのために 

(１)インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進に努める。 

(２)子供の教育的ニーズを踏まえながら、特別支援教育支援員や学習支援員、県や町に配置されるスクールカウ

ンセラーや臨床心理士等、関係機関と連携し有効活用に努める。 

(３)個々の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善又は克服する為の適切な指導や支援を行う。 

(４) 教育支援委員会を設置し、特別支援コーディネーターと連携し支援体制を充実し、全教職員が一体となった

組織体制で特別支援教育の充実に努める。 

(５) 特別支援コーディネーターを中心に、校内委員会等の機能化を図り、通常の学級に在籍する障がいのある児

童の支援体制の充実に努める。 

(６) 特別支援学級の児童と通常学級の児童との交流及び共同学習の充実に努める。 

(７)「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」３つの視点に沿った指導による資質・能力の育成を図る。 

(８)集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせる活動の推進を図る。 

 

 

７   

 

 保育園・幼稚園・小学校・中学校と、子どもの成長の連続性を見極め、(保)幼(小)中間で情報共有や交流を深

めることにより、「生活の接続」と「学びの接続」を滑らかに行うことができる。 

 

 そのために 

(１）教員の合同研修（究）や教育活動への相互参加の推進を行い、全職員での（保）こ小中連携を図ることを目

的に、低学年に限らず全職員への情報提供等を実施し双方の教育課程の理解に努める。 

(２）生活習慣や学びの約束など、基本的指導方法の相互理解に努める。 

(３）各教科や総合的な学習、特別活動等の目標を合い重ね、各学年の特性を生かした交流に努める。 

(４)(保)こ・小・中の連携及び交流計画を明確にし、年間を通した実践的連携に努める。 

（保育園）こども園・小学校・中学校連携教育の充実に努める。 

特別支援教育の支援体制を整備し、その充実に努める 


